
第２７９号 令和７年１１月１日

９ 月 定 例 会

◆令和６年度直方市一般会計歳入歳出決算を認定

◆直方市文化芸術振興条例を制定

  主な内容
　P.2　 提出議案とその結果　

　P.3　 賛否の分かれた議案、質疑

　P.4　 委員会の審査　

   P.5　 一般質問　

   P.10  水仙

△「直方市議会」で検索
                       または こちらを C H E C KC H E C K

直方市議会

  市議会情報

のおがたこどもアーケードパークの様子
（議案第 50 号　令和 6 年度直方市一般会計歳入歳出決算の認定について）

７款１項５目　中心市街地エリアマネジメント業務委託料

市民文化祭の様子
　（議案第 61 号　直方市文化芸術振興条例について）



２
のおがた議会だより

  決算

議案第 50 号 令和６年度直方市一般会計歳入歳出決算の認定について 認 定
議案第 51 号 令和６年度直方市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 認 定
議案第 52 号 令和６年度直方市同和地区住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認 定
議案第 53 号 令和６年度直方市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 認 定
議案第 54 号 令和６年度直方市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 認 定
議案第 55 号 令和６年度直方市上頓野産業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認 定

議案第 56 号 令和６年度直方市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 原案可決
及び認定

議案第 57 号 令和６年度直方市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 原案可決
及び認定

  条例

議案第 58 号 直方市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について  原案可決
議案第 59 号 直方市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決
議案第 60 号 直方市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 原案可決
議案第 61 号 直方市文化芸術振興条例の制定について 原案可決
議案第 62 号 直方市営住宅条例の一部を改正する条例について 原案可決
議案第 63 号 直方市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 原案可決
議案第 64 号 直方市下水道条例の一部を改正する条例について 原案可決
議案第 65 号 直方市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例について 原案可決

 予算

議案第 69 号 令和７年度直方市一般会計補正予算（第２号） 原案可決
議案第 70 号 令和７年度直方市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決
議案第 71 号 令和７年度直方市介護保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決

 人事

議案第 67 号 直方市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 原案同意
議案第 68 号 直方市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 原案同意

 その他

議案第 66 号 財産の取得について 原案可決
意見書案第４号 消費税率の５％以下への引き下げとインボイス制度の廃止を求める意見書について 原案否決

 報告

報 告 第 9 号 専決処分事項の報告について（公園の管理上での瑕疵事故に係る損害賠償の額を定
めること） 報　　告

報告第 10 号 専決処分事項の報告について（市の営造物の管理上での瑕疵事故に係る損害賠償の
額を定めること） 報　　告

報告第 11 号 専決処分事項の報告について（市営住宅家賃滞納に係る民事調停） 報　　告
報告第 12 号 専決処分事項の報告について（市営住宅明渡し等に係る訴えの提起） 報　　告
報告第 13 号 直方市土地開発公社の経営状況について 報　　告
報告第 14 号 公益財団法人直方文化青少年協会の経営状況について 報　　告
報告第 15 号 令和６年度直方市の財政の健全化判断比率について 報　　告
報告第 16 号 令和６年度直方市上頓野産業団地造成事業特別会計の資金不足比率について 報　　告
報告第 17 号 令和６年度直方市水道事業会計の資金不足比率について 報　　告
報告第 18 号 令和６年度直方市下水道事業会計の資金不足比率について 報　　告

報告第 19 号 令和６年度直方市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての
点検及び評価について 報　　告

９月定例会に提出された議案等とその結果



会 派 名 公　明　党 正　誠　会 市民クラブ ふ　た　ば 日本共産党 プラタナス 令和会 れ　い　め　い
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克
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第 5 0 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ －

第 5 1 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ －

第 5 3 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ －

第 5 4 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ －

第 5 6 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ －

第 6 0 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ －

第 6 9 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ －

意 見 書 案
第 4 号 × × × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × 欠 × × × × －

○：賛成、×：反対、欠：欠席、棄：棄権、除：除斥

－：議長には賛成・反対の意思表示をする表決権がありませんが、賛成・反対が同数になった場合、可否を決める裁決権があります。

※その他の結果については、全会一致で賛成となっています。

３
のおがた議会だより

議案番号 議案名 発言者 質疑項目

第 5 0 号 令和６年度直方市一般会計歳入歳出決算の認定
について

那須 和也 【歳出】財産管理費における工事請負費の不用
額　ほか

渡辺 和幸 【歳出】特別障がい者手当等給付費　ほか

第 5 1 号 令和６年度直方市国民健康保険特別会計歳入歳
出決算の認定について 渡辺 和幸 国民健康保険給付費等支払基金の残高の推移と

運用方法について　ほか

第 5 3 号 令和６年度直方市介護保険特別会計歳入歳出決
算の認定について 渡辺 和幸 障がいサービスから介護保険への切れ目のない

支援について　ほか

第 5 8 号 直方市行政財産使用料条例の一部を改正する条
例について 篠原 正之 行政財産と普通財産の違いについて　ほか

第 6 0 号 直方市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関
する基準を定める条例の制定について 渡辺 和幸 事業実施までのスケジュールについて　ほか

第 6 1 号 直方市文化芸術振興条例の制定について
篠原 正之 文化芸術振興審議会委員の構成　ほか

那須 和也 条例制定に至った経緯　ほか

第 6 3 号 直方市水道事業給水条例の一部を改正する条例
について 渡辺 和幸 「災害その他非常の場合」の決定者及び判断基

準について　ほか

第 6 9 号 令和７年度直方市一般会計補正予算（第２号）

篠原 正之 【歳出】テレビ聴視料　ほか

那須 和也 【歳出】防犯カメラ設置　ほか

渡辺 和幸 【歳出】ふくおかの畜産競争力強化対策事業費
補助金

第 7 0 号 令和７年度直方市国民健康保険特別会計補正予
算（第２号） 渡辺 和幸 【第２表】集団けんしん（特定健診等）業務委

託料

９月定例会で質疑が行われた主な議案については次のとおりです。

賛否の分かれた議案

質　疑



4
のおがた議会だより

店
街
エ
リ
ア
で
の
社
会
実
験
等

を
実
施
し
た
。
そ
の
中
で
空
き

店
舗
を
利
用
し
た
フ
リ
ー
ス
ク

ー
ル
の
開
校
や
、
商
店
街
の
ア

ー
ケ
ー
ド
空
間
と
周
辺
の
空
き

物
件
を
利
用
し
た
「
の
お
が
た

こ
ど
も
ア
ー
ケ
ー
ド
パ
ー
ク
」

を
開
催
す
る
な
ど
、
商
店
街
と

連
動
し
た
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
事

業
を
行
っ
た
と
の
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。

　
採
決
に
当
た
っ
て
は
、
大
阪

で
は
ご
み
の
収
集
業
務
を
行
っ

て
い
た
民
間
業
者
が
倒
産
し
、

ご
み
の
回
収
が
で
き
ず
、
市
民

生
活
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た

事
例
も
あ
る
た
め
、
市
民
生
活

に
直
結
す
る
業
務
に
つ
い
て
は

直
営
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
の

反
対
討
論
が
行
わ
れ
、
採
決
の

結
果
、
賛
成
多
数
で
認
定
す
べ

き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

令
和
６
年
度
直
方
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い

て
の
う
ち
所
管
分

　
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
費
に
つ
い

て
、
常
設
の
資
源
回
収
場
所
を

増
や
す
方
針
は
な
い
の
か
尋
ね

ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
現
在
28
か

所
設
置
し
て
お
り
、
公
民
館
を

含
め
残
り
の
場
所
に
つ
い
て
も
、

設
置
の
お
願
い
を
し
て
い
き
た

い
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
次
に
、
中
心
市
街
地
エ
リ
ア

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務
委
託
料
に

つ
い
て
、
効
果
と
現
状
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
中
心
市
街

地
の
空
き
店
舗
の
中
で
、
活
用

可
能
な
物
件
を
把
握
し
、
事
業

者
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
や
商

産
業
建
設
常
任
委
員
会

含
め
、
来
庁
者
の
個
人
情
報
に

関
わ
る
も
の
な
の
で
、
一
定
の

基
準
を
内
部
規
定
で
定
め
て
お

く
べ
き
で
は
と
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
現
在
検
討

し
て
い
る
と
の
回
答
が
あ
り
ま

し
た
。

　
ま
た
防
犯
カ
メ
ラ
の
管
理
責

任
者
と
操
作
取
扱
者
は
誰
が
な

る
の
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
今
は
ま
だ

具
体
的
に
決
ま
っ
て
い
な
い
と

の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
防
犯
カ
メ
ラ
の
モ
ニ
タ

ー
は
ど
こ
に
設
置
す
る
の
か
尋

ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
警
備
員
室

に
設
置
す
る
と
の
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。

　
そ
れ
を
受
け
、
警
備
員
室
は

人
が
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
総

務
課
で
あ
れ
ば
誰
か
し
ら
い
る

が
、
警
備
員
室
に
し
た
意
味
は

何
か
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
モ
ニ
タ
ー

で
常
時
監
視
す
る
と
い
う
よ
り
、

何
か
あ
っ
た
と
き
に
録
画
を
確

認
す
る
使
い
方
を
考
え
て
い
る

と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
　

委員会の報告
９月１９日、２２日に開催され付託された議案について審査した主な内容です。

総 務 常 任 委 員 会総 務 常 任 委 員 会

産業建設常任委員会

教育民生常任委員会

令
和
７
年
度
直
方
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）
の
う
ち

所
管
分

　
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
に
対
し
ど

の
よ
う
な
基
準
で
ど
の
よ
う
な

内
部
協
議
が
行
わ
れ
た
か
尋
ね

ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
カ
ス
ハ
ラ

対
策
の
関
係
上
、
人
事
課
か
ら

各
所
属
長
に
設
置
希
望
を
調
査

し
、
設
置
場
所
を
決
め
て
お
り
、

庁
舎
管
理
で
は
出
入
口
等
総
務

課
が
検
討
し
て
台
数
を
確
定
し

て
い
る
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し

た
。

　
ま
た
各
階
ご
と
の
設
置
台
数

は
何
台
を
予
定
し
て
い
る
の
か

尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
地
下
２
か

所
、
１
階
10
か
所
、
２
階
７
か
所
、

３
階
２
か
所
、
４
階
２
か
所
、

５
階
２
か
所
、
６
階
、
７
階
は

設
置
な
し
、
そ
し
て
８
階
２
か

所
を
予
定
し
て
い
る
と
の
回
答

が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
回
答
を
受
け
、
職
員
も

総
務
常
任
委
員
会

そ
れ
を
受
け
、
何
か
あ
っ
た
と

き
す
ぐ
対
応
で
き
る
よ
う
、
慎

重
に
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
と
の

意
見
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま

し
た
。
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令
和
６
年
度
直
方
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い

て
の
う
ち
所
管
分

　　
生
活
保
護
費
の
扶
助
費
に
つ

い
て
、
外
国
籍
の
方
の
在
留
資

格
は
確
認
し
て
い
る
の
か
と
尋

ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
在
留
カ
ー

ド
で
確
認
を
し
て
い
る
と
の
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
令
和
６
年
度
の
生
活

保
護
申
請
件
数
が
１
７
８
件
で

あ
る
が
、
受
給
開
始
は
１
３
５

件
で
あ
る
。
申
請
が
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
理
由
は
何
か
と
尋
ね

ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
主
な
理
由

は
保
護
申
請
時
点
で
預
貯
金
あ

る
い
は
収
入
が
上
回
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
と
の
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。

　
個
別
予
防
接
種
委
託
料
に
つ

い
て
、
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
と
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
予
防
接
種

法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
乳
幼
児

教
育
民
生
常
任
委
員
会

の
予
防
接
種
12
種
類
と
、
高
齢

者
の
予
防
接
種
４
種
類
で
あ
る

と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
対
象
者
に
は
案
内
を

し
て
い
る
の
か
。
そ
の
中
で
何
％

く
ら
い
の
方
が
接
種
し
て
い
る

の
か
と
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
乳
幼
児
は

生
後
２
か
月
頃
に
行
う
乳
児
家

庭
全
戸
訪
問
事
業
の
中
で
案
内

し
て
い
る
。
高
齢
者
は
帯
状
疱

疹
と
肺
炎
球
菌
に
つ
い
て
は
個

別
に
は
が
き
を
送
付
し
、
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
と
新
型
コ
ロ
ナ
は

市
報
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
周
知

し
て
い
る
。
接
種
率
は
肺
炎
球

菌
が
44
・
３
％
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
が
52
・
９
％
、
新
型
コ
ロ
ナ
が

14
・
４
％
で
あ
る
と
の
回
答
が
あ

り
ま
し
た
。

　
教
育
委
員
会
所
管
分
の
不
用

額
に
つ
い
て
、
委
託
料
、
工
事

請
負
費
等
で
不
用
額
が
多
い
が
、

原
因
は
何
か
と
尋
ね
ま
し
た
。

　
所
管
課
か
ら
は
、
学
童
ク
ラ

ブ
支
援
員
の
人
数
や
処
遇
改
善

に
か
か
る
費
用
な
ど
、
実
績
に

応
じ
て
大
き
く
金
額
が
変
動
す

る
部
分
を
見
込
み
で
積
算
し
て

い
る
こ
と
や
工
事
・
設
計
の
入

　
　
　
中
学
校
部
活
動
地
域
展

開
に
つ
い
て

　
中
学
校
部
活
動
地
域
展
開
に

つ
い
て
は
、
今
年
度
か
ら
取
組

が
始
ま
っ
て
い
る
。
令
和
13
年

度
完
全
移
行
に
向
け
て
、
現
段

階
で
の
活
動
状
況
や
問
題
点
に

つ
い
て
、
ま
た
、
そ
の
問
題
点

解
決
の
た
め
の
対
策
や
見
通
し

に
つ
い
て
問
う
。

　
　
　
令
和
13
年
度
ま
で
は
、

学
校
部
活
動
と
地
域
ク
ラ
ブ
の

両
方
に
所
属
す
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
指
導
者
が
異
な

る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
ま
で
、

顧
問
の
先
生
が
行
っ
て
き
た
事

務
作
業
や
引
率
を
誰
が
対
応
す

る
の
か
と
い
う
課
題
や
指
導
者

に
支
払
う
謝
金
等
の
受
益
者
負

担
も
課
題
と
な
る
。
現
在
、
中

学
校
部
活
動
地
域
展
開
検
討
委

員
会
で
検
討
中
で
あ
る
。

質
問 草

野
知
一
郎
　
議
員

　
　
　
小
学
校
焼
き
物
教
室
に

つ
い
て

　
全
小
学
校
６
年
生
を
対
象
に

し
て
、
市
内
文
化
団
体
の
協
力

を
得
て
、
焼
き
物
教
室
が
実
施

さ
れ
て
き
た
。
そ
の
成
果
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
、
ま
た
、
今

後
の
継
続
の
た
め
に
解
決
す
べ

き
課
題
は
何
か
に
つ
い
て
問
う
。

　
　
　
焼
き
物
教
室
は
、
高
取

焼
を
自
ら
制
作
し
、
焼
き
あ
が
っ

た
マ
イ
茶
碗
を
卒
業
茶
会
で
実

際
に
使
用
す
る
こ
と
か
ら
、
子

供
た
ち
の
記
憶
に
深
く
刻
ま
れ
、

文
化
の
継
承
に
も
大
き
く
貢
献

し
て
い
る
。
し
か
し
、
事
業
に

御
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
古
高

取
の
会
の
メ
ン
バ
ー
の
高
齢
化

が
進
ん
で
い
る
の
で
、
事
業
が

継
続
で
き
る
方
法
を
検
討
し
て

い
く
。

質
問

答
弁

答
弁

一 般 質 問
９月定例会の一般質問は、９月８日から１１日までの４

日間行われ、１２名の議員が市政について質問しました。

一般質問は、議案と関係なく市政全般にわたり執行機関

に対して執行状況や将来に対する方針などについて所信

を尋ねたり、報告、説明を求めるものです。

札
残
が
原
因
で
あ
る
と
の
回
答

が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
会
と
し
て
は
、
教
育
委

員
会
所
管
の
決
算
で
は
不
用
額

が
多
額
で
あ
る
。
こ
の
不
用
額

を
財
源
と
し
て
当
初
予
算
で
計

上
で
き
な
か
っ
た
、
本
来
小
・

中
学
校
で
必
要
な
備
品
購
入
・

修
繕
・
部
活
動
の
支
援
な
ど
に

係
る
経
費
を
補
正
予
算
と
し
て

計
上
し
、
学
校
教
育
に
有
効
な

活
用
を
図
る
こ
と
を
要
望
し
ま

し
た
。
採
決
の
結
果
、
認
定
す

べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。



ま
た
、
放
課
後
学
習
の
現
在
の
状

況
、今
後
の
方
針
に
つ
い
て
問
う
。

　
　
　
放
課
後
も
教
師
は
、
分
担

業
務
や
学
校
行
事
、
会
議
等
も
あ

り
、
児
童
の
安
全
管
理
が
徹
底
で

き
な
い
。
放
課
後
学
習
は
現
在
、

２
小
学
校
で
行
っ
て
い
る
。
実
施

に
は
、
支
援
員
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
の
確
保
が
必
要
に
な
る
。

　
　
　
直
方
市
に
お
け
る
交
通
体

系
の
整
備
に
つ
い
て

　
平
成
筑
豊
鉄
道
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
、
今
後

ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
の
か
。

ま
た
、
直
方
市
に
お
け
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
用
見
直
し
、
利

便
性
向
上
に
向
け
た
検
討
に
つ
い

て
の
市
の
考
え
方
を
問
う
。

　
　
　
平
成
筑
豊
鉄
道
は
、
鉄

道
、
Ｂ
Ｒ
Ｔ
転
換
、
路
線
バ
ス
転

換
の
主
に
３
案
を
比
較
検
討
し
て

い
く
。
コ
ミ
ュ
テ
ィ
バ
ス
は
、
拠

点
を
結
ぶ
環
状
路
線
の
導
入
等
を

検
討
し
、
経
費
削
減
や
利
便
性
の

向
上
に
努
め
て
い
く
。

　
　
　
（
仮
称
）
直
方
市
こ
ど
も

の
権
利
条
例
制
定
に
つ
い
て

　

子
ど
も
の
権
利
条
約
が

１
９
８
９
年
国
連
で
採
択
さ
れ
、

日
本
は
１
９
９
４
年
に
批
准
し

た
。
国
内
で
は
２
０
２
３
年
４

月
、
こ
ど
も
家
庭
庁
が
設
置
さ

れ
、
こ
ど
も
基
本
法
が
施
行
さ
れ

た
。
こ
の
基
本
法
の
制
定
過
程

と
意
義
に
つ
い
て
問
う
。
ま
た
、

子
供
を
取
り
巻
く
環
境
の
深
刻

さ
を
鑑
み
れ
ば
「
直
方
市
こ
ど

も
の
権
利
条
例
」
制
定
が
急
務

で
は
な
い
か
。

　
　
　
条
約
批
准
後
も
子
供
を

取
り
巻
く
課
題
は
深
刻
化
し
、
子

供
の
権
利
を
包
括
的
に
定
め
る

初
の
国
内
法
「
こ
ど
も
基
本
法
」

が
制
定
さ
れ
た
。
同
法
第
５
条

で
は
、
子
供
の
状
況
に
応
じ
た

施
策
策
定
・
実
施
を
地
方
公
共
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児
童
・
生
徒
の
不
登
校

の
現
状
と
今
後
の
取
組
に
つ
い

て　
子
供
の
不
登
校
は
こ
の
10

年
で
３
倍
と
急
激
に
増
加
し
、

35
万
人
近
く
に
な
り
、
こ
れ
ま

で
少
な
か
っ
た
小
学
校
低
学
年

で
も
増
え
て
い
る
。
不
登
校
に

つ
い
て
子
供
も
親
（
保
護
者
）

も
安
心
で
き
る
政
策
が
求
め
ら

れ
て
お
り
、
本
市
の
不
登
校
の

現
状
と
今
後
の
取
組
を
ど
の
よ

う
に
行
っ
て
い
く
の
か
を
問
う
。

　
　
　
本
市
の
不
登
校
の
状
況

は
、
小
学
校
児
童
２
，
８
６
１

名
の
う
ち
92
名
、
中
学
校
生
徒

１
，
５
４
３
名
の
う
ち
１
５
６

名
と
な
っ
て
い
る
。
不
登
校
兆

候
に
対
し
て
は
、
県
教
育
委
員

会
作
成
の
福
岡
ア
ク
シ
ョ
ン
３

を
活
用
し
て
い
る
。
市
配
置

質
問 那

須
和
也
　
議
員

の
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
に
よ
る
好
転
率
が
高
い
た

め
、
今
後
も
活
用
を
推
進
し
て
い

く
。

　
　
　
直
方
市
に
お
け
る
人
事

行
政
の
運
営
の
取
組
に
つ
い
て

　
こ
れ
ま
で
の
行
財
政
改
革
に

よ
り
、
市
庁
舎
内
外
の
職
場
が
指

定
管
理
や
民
間
委
託
に
よ
り
か

な
り
の
人
員
が
削
減
さ
れ
て
い

る
。
各
職
場
に
お
い
て
も
、
欠
員

状
態
が
続
い
て
お
り
、
職
場
自
体

も
疲
弊
し
て
い
る
。
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
人

員
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
対
策
を
問
う
。

　
　
　
欠
員
職
場
に
は
事
務
補

助
と
し
て
会
計
年
度
任
用
職
員
を

配
置
し
て
い
る
。
メ
ン
タ
ル
に
よ

る
病
休
を
防
ぐ
た
め
に
、
臨
床
心

理
士
に
よ
る
面
談
や
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
研
修
等
の
予
防
的
な
取
組
を

行
っ
て
い
る
。
欠
員
の
早
期
解
消

の
た
め
職
員
採
用
試
験
を
通
年
で

行
い
、
年
度
中
途
の
職
員
採
用
を

積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。

質
問

答
弁

答
弁

質
問

渡
辺
和
幸
　
議
員

質
問

答
弁

　
　
　「
市
民
協
働
」
に
お
け
る

市
の
考
え
方
に
つ
い
て

　「
ま
ち
づ
く
り
」
に
お
け
る
「
市

民
協
働
」
に
対
す
る
市
の
考
え

方
、
及
び
啓
発
に
つ
い
て
問
う
。

       

市
民
協
働
の
取
組
は
、
行

政
の
力
だ
け
で
は
難
し
い
地
域

の
課
題
解
決
に
つ
な
が
る
大
切

な
取
組
と
認
識
し
て
い
る
。
協

働
活
動
の
継
続
に
は
、
活
動
し

て
い
る
方
々
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
維
持
が
大
切
に
な
る
。
活
動

の
紹
介
な
ど
啓
発
を
行
っ
て
い

き
た
い
。

　
　
　
小
学
校
の
下
校
時
の
指

導
に
つ
い
て

　
低
学
年
の
児
童
が
年
長
の
兄

弟
を
待
っ
て
帰
宅
で
き
な
い
よ

う
に
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

岡
松
誠
二
　
議
員

答
弁

質
問

質
問

答
弁

答
弁



普
及
推
進
な
ど
県
や
Ｊ
Ａ
と
連

携
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
。
ま

た
、
農
作
物
に
被
害
を
与
え
る

イ
ノ
シ
シ
、
鹿
等
の
駆
除
や
侵

入
防
止
柵
の
整
備
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
県
に
予
算
要
求
を

行
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
特
定
外

来
生
物
で
あ
る
ア
ラ
イ
グ
マ
の

防
除
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
皆

様
の
負
担
を
軽
減
す
る
よ
う
対

応
し
て
い
く
。

団
体
の
責
務
と
し
て
お
り
、
本
市

も
施
策
を
着
実
に
推
進
す
る
中
で

必
要
な
状
況
と
な
れ
ば
条
例
制
定

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
　

　
　
　
行
政
機
関
に
お
け
る
公
益

通
報
者
保
護
制
度
に
つ
い
て

　

様
々
な
経
過
を
経
て
公
益
通
報

者
保
護
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
そ

の
制
定
過
程
と
意
義
に
つ
い
て
問

う
。
ま
た
、
公
益
通
報
に
対
す
る

直
方
市
の
体
制
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
。
２
年
続
け
て
の
職
員
逮

捕
と
い
う
不
祥
事
を
今
後
起
こ
さ

な
い
た
め
に
も
、
公
益
通
報
者
保

護
制
度
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
べ

き
で
は
な
い
か
問
う
。

　
　
　
過
去
に
企
業
の
不
祥
事
が

内
部
の
労
働
者
か
ら
の
通
報
に
よ

り
発
覚
し
た
例
が
多
く
あ
り
、
内

部
通
報
者
が
不
利
益
を
受
け
な
い

た
め
に
法
整
備
が
行
わ
れ
た
。
本

市
の
体
制
は
内
部
通
報
は
人
事
課

が
窓
口
と
な
っ
て
い
る
。
公
益
通

報
制
度
を
機
能
さ
せ
不
正
に
対
す

る
自
浄
効
果
や
抑
止
効
果
を
組
織

内
で
高
め
、
不
祥
事
防
止
に
つ
な

げ
て
い
く
。

のおがた議会だより
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直
方
市
の
農
業
政
策
（
主

に
米
作
農
家
）
及
び
特
定
外
来
生

物
を
含
む
防
除
に
つ
い
て

　
①
国
・
県
の
施
策
に
対
し
て

直
方
市
の
実
情
は
？
（
市
内
地

域
ご
と
の
実
情
）
②
ス
マ
ー
ト

化
、
大
区
画
化
に
伴
う
農
家
の

負
担
は
？
③
イ
ノ
シ
シ
・
鹿
・

ア
ラ
イ
グ
マ
等
の
防
除
の
現
状

と
今
後
の
施
策
に
つ
い
て

　
　
　
米
生
産
の
課
題
と
し
て
、

大
型
機
械
の
導
入
が
で
き
な
い

山
間
部
等
の
条
件
不
利
地
で
は

離
農
に
よ
る
農
業
の
担
い
手
が

減
少
し
て
い
る
ほ
か
、
近
年
の

気
候
変
動
に
よ
る
高
温
な
ど
が

米
生
産
に
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
。
市
と
し
て
は
、
新
た

な
担
い
手
と
し
て
の
新
規
就
農

者
の
確
保
、
農
地
の
大
区
画
化
、

病
気
や
暑
さ
に
強
い
米
品
種
の

質
問 篠

原
正
之
　
議
員

答
弁

　
　
　
新
幹
線
新
駅
の
設
置
に
つ

い
て

　
本
年
７
月
14
日
か
ら
、
九
州

新
幹
線
を
活
用
し
た
即
日
貨
物

輸
送
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
た
。

植
木
地
区
へ
の
新
幹
線
新
駅
の

設
置
に
関
し
て
、
物
流
面
で
の

効
果
を
期
す
る
声
も
あ
り
、
追

い
風
に
も
な
っ
て
い
る
と
感
じ

る
。
期
成
会
設
立
へ
向
け
た
現

況
も
含
め
、
市
の
現
状
認
識
を

問
う
。

　
　
　
新
幹
線
に
よ
る
貨
客
混

載
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
た
。
こ

の
サ
ー
ビ
ス
は
、
新
幹
線
の
新
た

な
可
能
性
を
示
す
取
組
で
あ
る
。

現
在
、
広
域
で
の
地
域
振
興
と
新

幹
線
新
駅
設
置
を
目
的
と
し
た

期
成
会
設
立
に
向
け
た
準
備
組

織
を
宮
若
市
、
宗
像
市
、
鞍
手
町
、

小
竹
町
と
立
ち
上
げ
て
い
る
。
引

き
続
き
、
県
や
関
係
団
体
と
連

携
し
、
実
現
に
向
け
着
実
に
進

め
て
い
き
た
い
。

　
　
　
直
方
・
鞍
手
新
産
業
団

地
に
つ
い
て

　
直
方
・
鞍
手
新
産
業
団
地
の

造
成
完
了
予
定
ま
で
、
い
よ
い
よ

半
年
と
な
っ
た
。
現
在
の
状
況

を
伺
う
と
と
も
に
、
デ
ー
タ
セ

ン
タ
ー
の
概
要
や
本
市
に
与
え

る
影
響
な
ど
、
市
民
へ
の
分
か

り
や
す
い
周
知
に
関
し
て
問
う
。

　
　
　
福
岡
県
か
ら
の
情
報
に

よ
る
と
、
分
譲
開
始
時
期
は
半

年
程
度
遅
れ
る
見
込
み
と
な
っ

た
。
今
後
、
県
側
で
誘
致
企
業

を
公
募
し
、
具
体
的
に
デ
ー
タ

セ
ン
タ
ー
を
誘
致
す
る
動
き
が

見
え
て
く
れ
ば
、
市
と
し
て
も
、

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
と
は
何
か
や
、

本
市
に
ど
の
よ
う
な
恩
恵
を
も

た
ら
す
も
の
か
等
、
わ
か
り
や

す
く
お
伝
え
し
て
い
き
た
い
。

質
問 安

永
浩
之
　
議
員

質
問

答
弁

答
弁

質
問

答
弁



　
　
　
空
き
家
対
策
の
進
捗
状

況
と
今
後
の
施
策
に
つ
い
て

　

本
市
は
老
朽
危
険
家
屋
解
体

撤
去
費
や
住
宅
取
得
費
に
対
し

補
助
金
交
付
し
空
き
家
解
消
に

努
め
て
い
る
も
の
の
、
い
ま
だ

増
加
傾
向
で
あ
る
。
さ
ら
な
る

解
消
の
た
め
の
施
策
を
問
う
。

　
　
　
空
き
家
は
単
な
る
遊
休

不
動
産
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

地
域
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を

も
た
ら
す
こ
と
か
ら
、
今
後
も

施
策
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
や
補
助
予

算
の
確
保
な
ど
、
関
係
各
部
署

で
連
携
し
課
題
の
解
消
に
努
め

て
い
く
。

　
　
　

行
政
手
続
に
お
け
る
自

治
会
等
の
同
意
に
つ
い
て

　

本
市
が
「
市
民
の
意
見
」
の

名
の
下
、
自
治
区
公
民
館
連
合

会
へ
委
ね
る
検
討
委
員
会
へ
の

のおがた議会だより
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況
が
危
惧
さ
れ
る
。「
水
道
広

域
化
推
進
プ
ラ
ン
」
な
ど
を
参

考
に
、
委
託
業
務
見
直
し
に
よ

る
経
営
効
率
化
、
計
画
的
な
施

設
長
寿
命
化
に
よ
る
支
出
の
平

準
化
、
施
設
共
同
利
用
や
業
務

包
括
委
託
な
ど
の
広
域
連
携
等
、

様
々
な
観
点
か
ら
、
水
道
事
業

の
健
全
経
営
に
取
り
組
ん
で
い

く
。

　
　
　
直
方
市
の
水
道
事
業
に

つ
い
て

　
直
方
市
の
水
道
料
金
は
近
隣

自
治
体
と
比
較
し
て
高
い
状
況

に
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
口
の
減

少
と
施
設
の
老
朽
化
が
進
む
中

に
あ
っ
て
、
本
市
の
水
道
事
業

の
現
状
と
今
後
の
見
通
し
、
福

岡
県
が
推
進
し
て
い
る
「
水
道

広
域
化
推
進
プ
ラ
ン
」
へ
の
対

応
状
況
に
つ
い
て
問
う
。

　
　
　
直
方
市
に
は
４
か
所
の

浄
水
施
設
が
あ
り
、
渇
水
等
に

よ
る
断
水
リ
ス
ク
が
少
な
い
メ

リ
ッ
ト
は
あ
る
も
の
の
、
維
持

管
理
費
が
高
い
こ
と
が
水
道
料

金
の
高
い
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

人
口
減
少
に
よ
る
給
水
収
益
の

減
少
、
施
設
の
老
朽
化
や
、
物

価
高
騰
に
よ
る
支
出
の
増
加
に

よ
り
、
今
後
の
厳
し
い
経
営
状

質
問 紫

村
博
之
　
議
員

　
　
　
都
市
像
の
具
現
化
と
実

行
に
つ
い
て

　
令
和
７
年
度
の
施
政
方
針
は
、

私
の
都
市
像
で
あ
る
、
福
岡
中

央
経
済
圏
の
他
市
を
リ
ー
ド
で

き
る
「
強
い
直
方
の
創
造
」
の

理
念
と
同
感
で
あ
る
。
市
長
は

過
去
２
回
、
ミ
ド
ル
＆
ト
ッ
プ

ダ
ウ
ン
の
政
治
手
法
で
職
員
に

政
策
能
力
の
向
上
を
呼
び
か
け

て
い
る
が
進
展
は
な
い
。
議
会

で
市
長
の
施
政
方
針
を
議
決
し

た
以
上
我
々
議
員
に
も
そ
の
責

任
が
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
、

施
政
方
針
の
市
長
の
言
葉
を
借

り
て
そ
の
実
現
の
た
め
、
各
部

長
に
問
う
。
総
合
政
策
部
長
に

は
、
政
策
の
具
現
化
の
た
め
の

総
合
指
導
と
個
別
指
導
の
具
体

化
に
つ
い
て
、
産
業
建
設
部
長

に
は
、
政
策
実
現
の
た
め
関
係

部
署
職
員
に
対
す
る
政
策
立
案

質
問 野

下
昭
宣
　
議
員

と
具
体
化
に
つ
い
て
問
う
。

       

都
市
将
来
像
を
実
現
す
る

た
め
に
は
、
施
策
に
資
す
る
事

業
を
立
案
・
実
行
で
き
る
職
員

の
育
成
が
大
切
に
な
る
。
総
合

的
・
個
別
的
指
導
で
職
員
の
能

力
を
高
め
て
い
き
た
い
。
ま
た
、

市
長
の
政
治
姿
勢
で
あ
る
「
連

携
と
傾
聴
を
基
本
」
と
い
う
考

え
方
を
職
員
も
実
践
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
職

員
は
、
様
々
な
声
に
耳
を
傾
け
、

ア
ン
テ
ナ
を
高
く
し
、
多
様
な

人
と
つ
な
が
り
、
刺
激
を
受
け

る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。 

例
え
ば
、
観
光
で
は
福
岡
県
の

観
光
局
や
福
岡
県
観
光
連
盟
等
、

産
業
・
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
で
は
ア

ド
ッ
ク
ス
福
岡
と
市
職
員
が
密

な
連
携
を
図
り
、
専
門
的
見
地

を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
市
が

掲
げ
る
産
業
振
興
施
策
の
研
究

を
進
め
る
こ
と
で
、
政
策
立
案

と
具
体
的
な
取
組
を
進
め
て
い

き
た
い
。

　
　
　

質
問

答
弁

答
弁

答
弁 森

本
裕
次
　
議
員

質
問
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②
近
年
は
外
国
か
ら
転
入
し
て

く
る
児
童
生
徒
が
増
加
し
て
お

り
、
社
会
科
や
道
徳
科
の
授
業
、

人
権
学
習
等
に
お
い
て
、「
基
本

的
人
権
の
尊
重
」「
国
際
理
解
」

「
外
国
人
へ
の
差
別
」
の
内
容
で

学
習
を
行
っ
て
い
る
。
　
　
　

③
戦
争
の
悲
惨
さ
と
平
和
の
尊

さ
を
語
り
継
ぐ
こ
と
は
、
極
め

て
重
要
な
責
務
で
あ
る
。
引
き

続
き
、
様
々
な
媒
体
を
活
用
し

て
、
平
和
に
関
す
る
啓
発
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

　
　
　
戦
後
80
年
の
節
目
に
小
・

中
学
校
生
徒
に
戦
争
の
悲
惨
さ

と
平
和
の
尊
さ
を
語
り
継
ぐ
方

針
に
つ
い
て

　
①
小
・
中
学
校
に
お
け
る
、

平
和
授
業
（
夏
休
み
）
の
再
開

に
つ
い
て
②
外
国
人
排
除
の
動

き
が
あ
る
中
で
学
校
で
の
差
別

が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
差
別
を

許
さ
な
い
人
権
教
育
の
徹
底
③

戦
争
の
悲
惨
さ
を
平
和
の
尊
さ

を
語
り
継
ぐ
た
め
の
、
直
方
市

と
し
て
の
今
後
の
方
針
に
つ
い

て

       

①
市
内
全
小
中
学
校
で
、

夏
休
み
の
前
後
で
平
和
学
習
を

行
っ
て
い
る
が
、
夏
休
み
中
の

実
施
は
、
猛
暑
の
中
適
切
で
は

な
い
と
考
え
て
い
る
。

質
問 澄

田
和
昭
　
議
員

答
弁

　
　
　
安
心
し
て
搾
乳
で
き
る

環
境
づ
く
り
に
つ
い
て

　
出
産
後
、
乳
児
だ
け
入
院
し

母
親
だ
け
退
院
す
る
ケ
ー
ス
も

あ
る
。
そ
の
場
合
、
母
乳
を
搾

乳
し
病
院
に
届
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、

ほ
か
に
も
様
々
な
事
情
に
よ
り

搾
乳
が
必
要
な
方
も
お
ら
れ
る

た
め
、
授
乳
室
に
搾
乳
マ
ー
ク

の
掲
示
を
お
願
い
し
た
い
。

　
　
　
授
乳
室
を
利
用
さ
れ
る

方
が
安
心
し
て
使
用
で
き
る
よ

う
、
搾
乳
マ
ー
ク
を
表
示
す
る

方
向
で
対
応
を
進
め
て
い
く
。

あ
わ
せ
て
、
そ
の
他
公
共
施
設

等
に
お
い
て
も
、
同
様
の
対
応

を
検
討
す
る
よ
う
促
し
て
い
く
。

　
　
　
防
災
に
つ
い
て

　
個
別
避
難
計
画
と
ペ
ッ
ト
防

災
に
つ
い
て
は
、
今
回
３
回
目

の
質
問
と
な
る
が
、
進
捗
状
況

を
問
う
。

　
　
　
避
難
の
際
に
支
援
が
必

要
な
方
の
た
め
の
個
別
避
難
計

画
の
策
定
率
の
向
上
の
た
め
、

職
員
に
よ
る
個
別
訪
問
等
を
行

い
、
避
難
時
の
支
援
体
制
を
築

い
て
い
く
。
ま
た
、
ペ
ッ
ト
の

避
難
所
に
つ
い
て
は
、
ペ
ッ
ト

ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る
際
の
条
件

と
合
致
す
る
避
難
所
を
検
討
し
、

施
設
と
し
て
ペ
ッ
ト
受
入
れ
の

可
否
を
含
め
て
協
議
・
調
整
し

て
い
く
。

質
問 宮

園
祐
美
子
　
議
員

答
弁

質
問

答
弁

参
画
や
許
認
可
の
自
治
会
承
認

（
同
意
）
の
必
要
性
に
つ
い
て
問

う
。

　
　
　
各
種
検
討
委
員
会
へ
の

参
画
や
行
政
手
続
に
係
る
同
意

は
、
市
民
の
意
見
、
地
域
の
実

情
に
詳
し
い
等
の
経
緯
か
ら
依

頼
し
て
き
た
。
今
後
、
地
元
代

表
者
の
同
意
の
必
要
性
等
に
つ

い
て
関
係
機
関
と
協
議
を
行
う
。

　
　
　

一
般
質
問
に
お
け
る
検

討
事
項
の
管
理
と
議
会
へ
の
報

告
に
つ
い
て

　

一
般
質
問
を
通
じ
各
議
員
か

ら
出
さ
れ
た
要
望
、
本
市
に
お

い
て
解
決
に
至
る
ま
で
の
進
捗

管
理
及
び
市
長
か
ら
の
指
示
と

認
識
を
問
う
。

　
　
　
検
討
が
必
要
な
課
題
は
、

庁
議
メ
ン
バ
ー
に
て
協
議
を
進

め
て
い
く
。
進
捗
管
理
は
所
管

部
長
の
役
割
が
大
切
で
あ
る
。

重
要
案
件
は
議
員
報
告
会
に
て

報
告
す
る
。
ま
た
、
報
告
す
べ

き
と
判
断
し
た
案
件
は
速
や
か

に
報
告
し
て
い
く
。

質
問

答
弁

答
弁
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仙

　
近
年
、
チ
ャ
ッ
ト
Ａ
Ｉ
の
利

用
者
数
は
急
速
に
増
え
て
い
ま

す
。
便
利
で
身
近
な
存
在
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
使
う
際

に
は
「
Ａ
Ｉ
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
、
情
報
を

正
し
く
理
解
し
、
見
極
め
、
危

険
を
避
け
る
判
断
力
の
こ
と
で

す
。
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
Ａ

Ｉ
の
答
え
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、

自
ら
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。

　
そ
し
て
個
人
情
報
を
安
易
に

入
力
し
な
い
と
言
う
心
が
け
も
。

安
心
し
て
Ａ
Ｉ
を
活
用
す
る
た

め
に
は
、
私
達
一
人
ひ
と
り
の

意
識
が
大
切
だ
と
感
じ
て
い
ま

す
。

　 

※
本
稿
執
筆
は
令
和
７
年
９
月
26
日

11
月
28
日
（
金
）
提
案
説
明

　
　
29
日
（
土
）
休
会
（
休
日
）

　
　
30
日
（
日
）
休
会
（
休
日
）

12
月
１
日
（
月
）
一
般
質
問

　
　
２
日
（
火
）
一
般
質
問

　
　
３
日
（
水
）
一
般
質
問

　
　
４
日
（
木
）
一
般
質
問

　
　
５
日
（
金
）
休
会
（
議
案
考
査
）

　
　
６
日
（
土
）
休
会
（
休
日
）

　
　
７
日
（
日
）
休
会
（
休
日
）

　
　
８
日
（
月
）
質
疑

　
　
９
日
（
火
）
委
員
会

　
　
10
日
（
水
）
委
員
会

　
　
11
日
（
木
）
委
員
会

　
　
12
日
（
金
）
採
決

12

・
本
会
議
、
各
常
任
委
員
会
の

開
議
は
、
午
前
10
時
か
ら
で
す
。

・
日
程
、
開
議
時
間
は
変
更
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
議
会
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
令
和
７
年
７
月
９
日
（
水
）、

ホ
テ
ル
日
航
福
岡
に
て
、
県
内

の
市
町
村
議
会
議
員
を
対
象
と

し
た
「
議
会
関
係
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
根
絶
の
た
め
の
議
員
研
修
」

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
本
市
議
会
か
ら
は
７
名
が
参

加
し
、
地
方
議
会
に
お
け
る
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
実
態
と
防
止
策

や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
時
代
の
誹
謗
中
傷
問

題
に
関
す
る
講
演
を
聴
講
し
ま

し
た
。

　

議
員
研
修
会
に
参
加

・・・・

・・・・
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「
直
方
市
自
治
区
公
民
館

連
合
会
」
に
つ
い
て

　
今
年
に
入
り
、
直
方
市
自
治

区
公
民
館
連
合
会
か
ら
多
数
の

校
区
公
民
館
が
離
脱
し
、
体
制

が
揺
ら
い
で
お
り
、
本
来
の
機

能
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
と

の
声
も
聞
い
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
市
全
体
で
の
公
民
館
の
取
り

ま
と
め
役
で
、
い
ろ
い
ろ
な
面

で
市
民
の
日
常
生
活
に
密
着
し

課
題
解
決
を
支
援
す
る
組
織
で

住
民
自
治
と
地
域
連
帯
を
促
し

地
域
づ
く
り
絆
づ
く
り
の
拠
点

と
し
て
活
動
す
る
組
織
だ
と
認

識
し
て
い
た
「
自
公
連
」
が
揺

ら
ぐ
と
自
治
会
加
入
率
が
低
下

し
て
い
る
近
年
に
お
い
て
大
問

題
に
も
な
り
か
ね
な
い
と
も
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
市
は
「
自

公
連
」
の
実
情
を
ど
う
認
識
し
、

質
問 矢

野
富
士
雄
　
議
員

こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
処

す
る
つ
も
り
か
を
問
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
自
治
区
公
民
館
連
合
会

は
、
地
域
の
課
題
や
問
題
等
に

つ
い
て
調
査
及
び
研
修
に
関
す

る
事
業
、
各
自
治
区
公
民
館
活

動
の
支
援
や
情
報
共
有
な
ど
、

地
域
社
会
の
振
興
の
た
め
に
必

要
な
組
織
と
認
識
し
て
い
る
。

　
今
後
の
市
と
し
て
の
対
応
に

つ
い
て
は
、
地
域
へ
の
支
援
は

必
要
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
各
小
学
校

区
及
び
１
０
０
か
所
ほ
ど
あ
る

各
自
治
区
公
民
館
へ
の
情
報
発

信
や
支
援
等
を
行
っ
て
い
く
。

       

答
弁


